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項 目 水痘の注意報発令について

配付資料 水痘の流行について（注意報）

令和７年第27週（令和７年６月30日～令和７年７月６日）（速報値）において、

内容及び 紋別保健所管内の定点医療機関あたりの水痘患者報告数が、１人となり注意報基準

報道に当 である１人以上となりましたので、まん延を防止するために注意報を発令したので

たっての お知らせいたします。

お 願 い なお、管内市町村、医師会等に感染予防を徹底するために周知します。

※注意報レベル：定点医療機関あたり水痘報告数が1週間で１名以上

※管内市町村：紋別市 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町

＜水痘予防のポイント＞

１ 水痘の原因病原体である水痘帯状疱疹ウイルスは飛沫核感染（空気感染）す

るため、患者との接触を避ける以外に有効な予防法はありません。平成２６年

１０月より水痘ワクチンが定期接種となっており、１回の接種により重症化

を、２回の接種により発症を防げると考えられています。

２ 学校保健安全法施行規則により、全ての発疹がかさぶたになる（痂皮化）ま

で出席停止と定められています。
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※この発表についてのお問い合わせは、17：30までに上記へお願いします。




